
別紙１

 1. 継続事業の前提に関する注記
該当なし

 2. 重要な会計方針
（１）有価証券の評価基準及び評価方法
　　　該当なし

（２）固定資産の減価償却の方法
　　・有形固定資産（リース資産を除く）－定額法
　　　ただし、平成１９年３月３１日以前に取得した有形固定資産については、旧定額法によっている。

　　・無形固定資産（リース資産を除く）－定額法

　　・リース資産
　　　所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
　　　　自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
　　　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
　　　　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
　　　　
（３）引当金の計上基準
　　・退職給付引当金－職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する公益社団法人千葉県社会
　　　　　　　　　　　　　　　福祉事業共助会の共助会退職金共済制度掛金相当額を退職給付引当金に計上する。
　　　　　　　　　　　　　　　また、退職給付引当金と同額の退職給付引当資産を計上するものとする。

　　・賞与引当金　　－職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金
　　　　　　　　　　　　　　として計上する。ただし、重要性が乏しいと認められる場合には、これを計上しな
　　　　　　　　　　　　　　いことができる。

　　・徴収不能引当金－1.金銭債権のうち、徴収不能のおそれがあるものは、当該徴収不能の見込み額を徴
　　　　　　　　　　　　　　　　収不能引当金として計上する。ただし、重要性が乏しいと認められる場合には、
　　　　　　　　　　　　　　　　これを計上しないことができる。
　　　　　　　　　　　　　　　2.徴収不能引当金として計上する額は、次の(1)と(2)の合計額による。
　　　　　　　　　　　　　　　　(1)毎会計年度末において徴収することが不可能と判断される債権の金額
　　　　　　　　　　　　　　　　(2)上記(1)以外の債権の総額に、過去の徴収不能額の発生割合を乗じた金額
　　　　　　　　　　　　　　　3.前項に規定する徴収不能引当金の金額は、これを該当する金銭債権の金額から直
　　　　　　　　　　　　　　　　接控除し、当該徴収不能引当金の金額を注記する。

 3. 重要な会計方針の変更
該当なし

 4. 法人で採用する退職給付制度
（1）社会福祉施設職員退職手当共済制度
　　入社平成18年4月1日以前の常勤職員は、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職
　　手当共済制度に加入している。
（2）民間退職共済制度
　　入社平成18年4月1日以降の常勤職員は、公益社団法人千葉県社会福祉事業共助会の実施する退職共済制
　　度に加入している。

 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
(2)事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
   当法人では、公益事業及び収益事業を実施していないため作成省略している。
(3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

計算書類に対する注記(法人全体用)
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別紙１

計算書類に対する注記(法人全体用)

(4)公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
   当法人では、公益事業を実施していないため作成省略している。
(5)収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
   当法人では、収益事業を実施していないため作成省略している。
(6)各拠点区分におけるサービス区分の内容
　　　①　清流園拠点区分
　　　　ア　法人本部
　　　　イ　特別養護老人ホーム清流園
　　　　ウ　清流園ショートステイサービス
　　　　エ　清流園デイサービスセンター
　　　　オ　清流園ケアサービスセンター
　　　　カ　グループホーム清流
　　　②　清流園（ユニット型）拠点区分
　　　　ア　特別養護老人ホーム清流園（ユニット型）
　　　　イ　清流園ショートステイサービス（ユニット型）
　　　③　希望苑拠点区分
　　　　ア　養護老人ホーム希望苑

 6. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

 7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

 8. 担保に供している資産
該当なし

 9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

定期預金
合計

土地
建物

基本財産の種類 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高
87,250,000

703,526,434
30,000,000

820,776,434

0
0

取得価額 減価償却累計額 当期末残高
基本財産
建物 703,526,434 39,336,942 664,189,492

小計 703,526,434 39,336,942 664,189,492
その他の固定資産
建物 39,161,073 2,642,280 36,518,793
構築物 2,213,378 389,400 1,823,978
機械及び装置 4,755,109 1,769,750 2,985,359
車輌運搬具 6,753,559 979,199 5,774,360
器具及び備品 33,144,535 7,948,795 25,195,740
その他の固定資産 315,170 0 315,170

小計 86,342,824 13,729,424 72,613,400
合計 789,869,258 53,066,366 736,802,892

0
0

0 87,250,000
39,336,942

0
39,336,942

664,189,492

781,439,492
30,000,000
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別紙１

計算書類に対する注記(法人全体用)

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容
該当なし

13. 重要な偶発債務
該当なし

14. 重要な後発事象
該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当なし

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにす
るために必要な事項

該当なし

債権額 債権の当期末残高徴収不能引当金の当期末残高

合計 141,657,879 141,657,879

事業未収金 138,693,879 138,693,879
未収補助金 2,964,000 2,964,000

0
0
0
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別紙２

 1. 重要な会計方針
（１）有価証券の評価基準及び評価方法
　　　該当なし

（２）固定資産の減価償却の方法
　　・有形固定資産（リース資産を除く）－定額法
　　　ただし、平成１９年３月３１日以前に取得した有形固定資産については、旧定額法によっている。

　　・無形固定資産（リース資産を除く）－定額法

　　・リース資産
　　　所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
　　　　自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
　　　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
　　　　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
　　　　
（３）引当金の計上基準
　　・退職給付引当金－職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する公益社団法人千葉県社会
　　　　　　　　　　　　　 　福祉事業共助会の共助会退職金共済制度掛金相当額を退職給付引当金に計上する。
　　　　　　　 　　　　　　　また、退職給付引当金と同額の退職給付引当資産を計上するものとする。

　　・賞与引当金　　－職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金
　　　　　　　　　　　　　　として計上する。ただし、重要性が乏しいと認められる場合には、これを計上しな
　　　　　　　　　　　　　　いことができる。

　　・徴収不能引当金－1.金銭債権のうち、徴収不能のおそれがあるものは、当該徴収不能の見込み額を
　　　　　　　　　　　　　　　　徴収不能引当金として計上する。ただし、重要性が乏しいと認められる場合には、
　　　　　　　　　　　　　　　　これを計上しないことができる。
　　　　　　　　　　　　　　　2.徴収不能引当金として計上する額は、次の(1)と(2)の合計額による。
　　　　　　　　　　　　　　　　(1)毎会計年度末において徴収することが不可能と判断される債権の金額
　　　　　　　　　　　　　　　　(2)上記(1)以外の債権の総額に、過去の徴収不能額の発生割合を乗じた金額
　　　　　　　　　　　　　　　3.前項に規定する徴収不能引当金の金額は、これを該当する金銭債権の金額から
　　　　　　　　　　　　　　　　直接控除し、当該徴収不能引当金の金額を注記する。

 2. 重要な会計方針の変更
該当なし

 3. 採用する退職給付制度
（1）社会福祉施設職員退職手当共済制度
　　入社平成18年4月1日以前の常勤職員は、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員
　　等退職手当共済制度に加入している。
（2）民間退職共済制度
　　入社平成18年4月1日以降の常勤職員は、公益社団法人千葉県社会福祉事業共助会の実施する退職
　　共済制度に加入している。

 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)清流園拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
(2)拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))は、省略している。
(3)拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))

　　　ア　法人本部
　　　イ　特別養護老人ホーム清流園
　　　ウ　清流園ショートステイサービス
　　　エ　清流園デイサービスセンター
　　　オ　清流園ケアサービスセンター
　　　カ　グループホーム清流

計算書類に対する注記（清流園拠点区分用）
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別紙２

計算書類に対する注記（清流園拠点区分用）

 5. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

 7. 担保に供している資産
該当なし

 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかに
 　　するために必要な事項

該当なし

定期預金
合計

土地
建物

基本財産の種類 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高
87,250,000

361,910,430
30,000,000

479,160,430

0
0

取得価額 減価償却累計額 当期末残高
基本財産
建物 361,910,430 25,964,126 335,946,304

小計 361,910,430 25,964,126 335,946,304
その他の固定資産
建物 33,233,581 2,228,986 31,004,595
構築物 1,563,342 294,394 1,268,948
機械及び装置 4,755,108 1,769,750 2,985,358
車輌運搬具 6,753,559 979,199 5,774,360
器具及び備品 26,939,039 6,246,450 20,692,589
その他の固定資産 315,170 0 315,170

小計 73,559,799 11,518,779 62,041,020
合計 435,470,229 37,482,905 397,987,324

債権額 債権の当期末残高徴収不能引当金の当期末残高

合計 79,791,820 79,791,820

事業未収金 78,187,820 78,187,820
未収補助金 1,604,000 1,604,000

0
0
0

87,250,000
335,946,304
30,000,000

453,196,304
0
0

0
25,964,126

0
25,964,126
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別紙２

 1. 重要な会計方針
（１）有価証券の評価基準及び評価方法
　　　該当なし

（２）固定資産の減価償却の方法
　　・有形固定資産（リース資産を除く）－定額法
　　　ただし、平成１９年３月３１日以前に取得した有形固定資産については、旧定額法によっている。

　　・無形固定資産（リース資産を除く）－定額法

　　・リース資産
　　　所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
　　　　自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
　　　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
　　　　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
　　　　
（３）引当金の計上基準
　　・退職給付引当金－職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する公益社団法人千葉県社会
　　     　　　　　　　　　　福祉事業共助会の共助会退職金共済制度掛金相当額を退職給付引当金に計上する。
　　　　 　　　　　　　　　　また、退職給付引当金と同額の退職給付引当資産を計上するものとする。

　　・賞与引当金　　－職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金
　　　　　　　　　　　　　　として計上する。ただし、重要性が乏しいと認められる場合には、これを計上しな
　　　　　　　　　　　　　　いことができる。

　　・徴収不能引当金－1.金銭債権のうち、徴収不能のおそれがあるものは、当該徴収不能の見込み額を徴
　　　　　　　　　　　　　　　　収不能引当金として計上する。ただし、重要性が乏しいと認められる場合には、
　　　　　　　　　　　　　　　　これを計上しないことができる。
　　　　　　　　　　　　　　　2.徴収不能引当金として計上する額は、次の(1)と(2)の合計額による。
　　　　　　　　　　　　　　　　(1)毎会計年度末において徴収することが不可能と判断される債権の金額
　　　　　　　　　　　　　　　　(2)上記(1)以外の債権の総額に、過去の徴収不能額の発生割合を乗じた金額
　　　　　　　　　　　　　　　3.前項に規定する徴収不能引当金の金額は、これを該当する金銭債権の金額から
　　　　　　　　　　　　　　　　直接控除し、当該徴収不能引当金の金額を注記する。

 2. 重要な会計方針の変更
該当なし

 3. 採用する退職給付制度
（1）社会福祉施設職員退職手当共済制度
　　入社平成18年4月1日以前の常勤職員は、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等
　　退職手当共済制度に加入している。
（2）民間退職共済制度
　　入社平成18年4月1日以降の常勤職員は、公益社団法人千葉県社会福祉事業共助会の実施する退職
　　共済制度に加入している。

 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)清流園（ユニット型）拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
(2)拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))は、省略している。
(3)拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))

　　ア　特別養護老人ホーム清流園（ユニット型）
　　イ　清流園ショートステイサービス（ユニット型）

計算書類に対する注記（清流園(ユニット型)拠点区分用）
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別紙２

計算書類に対する注記（清流園(ユニット型)拠点区分用）

 5. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

 7. 担保に供している資産
該当なし

 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかに
 　　するために必要な事項

該当なし

328,243,188
328,243,188

341,616,004
341,616,004

0
0

13,372,816
13,372,816

基本財産の種類 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

合計
建物

取得価額 減価償却累計額 当期末残高
基本財産
建物 341,616,004 13,372,816 328,243,188

小計 341,616,004 13,372,816 328,243,188
その他の固定資産
建物 5,927,492 413,294 5,514,198
構築物 650,036 95,006 555,030
器具及び備品 5,301,331 1,302,627 3,998,704

小計 11,878,859 1,810,927 10,067,932
合計 353,494,863 15,183,743 338,311,120

債権額 債権の当期末残高
事業未収金 31,921,535 31,921,535

徴収不能引当金の当期末残高

0
未収補助金 510,000 510,000

合計 32,431,535 32,431,535
0
0
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別紙２

 1. 重要な会計方針
（１）有価証券の評価基準及び評価方法
　　　該当なし

（２）固定資産の減価償却の方法
　　・有形固定資産（リース資産を除く）－定額法
　　　ただし、平成１９年３月３１日以前に取得した有形固定資産については、旧定額法によっている。

　　・無形固定資産（リース資産を除く）－定額法

　　・リース資産
　　　所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
　　　　自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
　　　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
　　　　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
　　　　
（３）引当金の計上基準
　　・賞与引当金　　－職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金
　　　　　　　　　　　　　　として計上する。ただし、重要性が乏しいと認められる場合には、これを計上しな
　　　　　　　　　　　　　　いことができる。

　　・徴収不能引当金－1.金銭債権のうち、徴収不能のおそれがあるものは、当該徴収不能の見込み額を
　　　　　　　　　　　　　　　　徴収不能引当金として計上する。ただし、重要性が乏しいと認められる場合には、
　　　　　　　　　　　　　　　　これを計上しないことができる。
　　　　　　　　　　　　　　　2.徴収不能引当金として計上する額は、次の(1)と(2)の合計額による。
　　　　　　　　　　　　　　　　(1)毎会計年度末において徴収することが不可能と判断される債権の金額
　　　　　　　　　　　　　　　　(2)上記(1)以外の債権の総額に、過去の徴収不能額の発生割合を乗じた金額
　　　　　　　　　　　　　　　3.前項に規定する徴収不能引当金の金額は、これを該当する金銭債権の金額から
　　　　　　　　　　　　　　　　直接控除し、当該徴収不能引当金の金額を注記する。

 2. 重要な会計方針の変更
該当なし

 3. 採用する退職給付制度
（1）社会福祉施設職員退職手当共済制度						
　　常勤職員は、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に
　　加入している。

 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)希望苑拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
(2)拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))は、省略している。
(3)拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))は、サービス区分１つのため省略している。

 5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし。

 7. 担保に供している資産
該当なし

計算書類に対する注記（希望苑拠点区分用）
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別紙２

計算書類に対する注記（希望苑拠点区分用）

 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかに
　　 するために必要な事項

該当なし

28,584,524
850,000

29,434,524

504,448399,718

徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高

504,448399,718
504,447399,718

10

904,166
904,166
904,165

1
その他の固定資産
機械及び装置
器具及び備品

小計
合計

取得価額 減価償却累計額 当期末残高

債権額
事業未収金 28,584,524 0
未収補助金 850,000

合計 29,434,524
0
0
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